
覇論
　

灘鰐
叢

.

ぬ
蘭

…叢

中
世

都
市

の
盗
達

肚
會

的
法

的
経
済
學

の
考
察

・

純
理

上

よ
り
見

た

る
財
産
重
訳

ω
理
由

・戦
後

猫
逸

の
祉
金
口士
⊥
並我
運
動

・

吐同

軸
珊

・

暦
俸

の
研
究

・
説

苑

O

我
國
農

産
物
生
産

調
査

に
就

い
て

蕾

岩
國
藩

の
制
双
紙
原
料
保
護
政
策

所
得

と
勢
賃

・
雑
…

録

史
的
唯
物
論
略
解

N
冒
9
費
コ出
塁
の
政
治
測
量

労
働
組
合
主
義
攣
聴

の
傾
向

・

附

録
…

文
學
博
士

文
學
博
士

注
學
博
士

法
學
博
士

三

浦

周

行

米

田
庄

太

郎

淋

戸

正

雄

河

田

嗣

郎

渋
墨
博
士

小

川

郷

太

郎

法
學
樽
士

濃
墨
博
士

経
済
學
士

経
済
學
士

法
學
博
士

渋
墨
博
士

注
學
榑
士

・
本
誌
第
十

二
巻

絡

目
録

・
堀 吉 高

川 岡

脛 元 熊

夫 光 雄

河

上

肇

財

部

静

治

河

田

嗣

郎■
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,

、菖
岩
國
藩

の
製
紙
原
料
保
護
政
策

第
三
節

原
料

供
給
政

策

(
【
ご

吉

川

元

・
光

原
料
供
給
の
利
便
が
、
産
業
腰
蓮
上
極
め
て
重
要
の
關
係
を
有
す
る
こ
ε
は
、
今
日
の
如

き
経
済
状
態
の
進
歩

し
た
る
時
代
に
あ
り
て
も
、
俗
看
過
す

べ
か
ら
ざ
る
威
な

る
が
、
殊
に
交
通
機
関
の
備
は
ら
す
、
諸
侯
各
権
力
を

擁
七
各
藩
利
密
を
異
に
せ
る
封
建
時
代
に
あ
り
て
は
、
以
上
の
關
係
の
更

に
重
要
な
り
し
は
絮
説
の
異
な
か
る
べ

し
。
岩
國
藩

の
紙
の
專
賞
事
業

に
就
て
見
る
も
、
其
成
否
は
全
く
原
料
政
策
の
當
否
如
何

に
存
し
、
殊

に
原
料

の

供
給
は
斯
業
の
溝
長
に
至
大
の
關
係
を
有
し
た
り
し
を
以
で
、
此
に
謝
す
る
藩
當
局

の
苦
心
は
想
像
の
外

に
あ
り

し
も
の
ふ
如
《
、
.種

々
の
方
法
を
設
け
て
、
原
料
の
供
給
調
和
を
圓
滑
な
ら
し
む
る
の
方
法
を
執
れ
り
σ

今
此
に

關
し
藩

の
採
用
せ
し
方
策
は
、
之
を

「
私
人
相
互
間
に
於
け
る
萱
買
取
引

に
関
す
る
」
も

の
・ε

「
藩
の
手
に
よ
る

原
料
の
買
上
並
其
供
給
に
關
す

る
」
も
の
ε
の
二
様
の
方
面
よ
り
看
察
せ
ら

る
べ
く
、
以
下
項
を
分
ち
て
其
概
要

を
述
ぷ

べ
し
。
.

.

.

第

一
.
私
人
相
互
間
に
於
け
る
権
の
費
買
に
封
ず
る
制
限

も

あ

ヘ

ヘ

セ

セ

ね

セ

ロ

楮
の
取
引
に
關
し
て
は
、

一
般
に
萱
買
の
自
由
を
認
め
す
。
師
ち
藩
當
局
は
楮
の
生
産
者

よ
り
紙
漉
人

に
封
ず

る
直
取
引
に
隈
b
之
を
許
し
、
学
般
の
自
由
取
引
殊
に
仲
買
行
爲
は
全
く
之
を
禁
じ
湘
且

っ
石
紙
渡
人
に
醤
す
る
取

.

観

苑

算

國
聾

羅

原
料
羅

肇

(ひ

筆

二
巻

(簗

巷

=

一
)

九
二
九



」

●

設

花

薄
酢
石
園
藩

の
製
紙
原
料
保
誹
政
策
(
二
)

第
十

二
巻

〔第
六
怨

一
㎜
二
)

九
三
〇

引

遭

難

も

、

當

局

監

督

の

下

に

行

は

し

め

、

種

々

の

方

法

を

設

け

て

之

を

取

締

れ

り

。
・(
註
、
三
二
)

(註

、
=
一=
)

例

へ
ば
寛
文
九
年
在
々
楮
費
方
紙
御
仕
法
の
儀

に
付

て
被
仰
渡
候
御
箇
條
の
内
に
左

の
峰
頭
あ
り

「
在

々
楮
賞
方
如
去
年
相
心
得
紙
漉
の
外
萱
方

不
仕
候
事
」
〔前
出
、
詮
甜
扱
準
二
三
)

刄
元
藤
十
年
八
月
紙

の
儀

に
伸
て
御
書
付
の
丙
に
左

の
修
覆
あ
り

「
楮
中
質

【
切
停
止
の
事

」
(前
出

、
謹
記
援
葦

二
十
三
)

叉
享
保
六
年
十
二
月
楮

の
儀
に
付
下
代
方

へ
御
書

π
の
(其

「
部
に
既

に
引
く
)
丙
に
左
の
條
填
め
り

「
立
楮

、
苧
擢
.叩
賢

い
穴
し
蘭
質
仕
候
君
有
之
檬

に
相
聞
候
、
自
今
以
後
紙
漉
の
外

一
切
商
費

不
仕
様

四
手
竪
町
被
申
付
候
事
。
附
立
佑
、
苧
権
共

に
紙
漉
手
の
外
維
持

の
者
共
養
方
不
相
戊
時
に
其
段
紙
戯

へ
訴
候
者
其
仕
配
可
申
付
候
寧

」
(前
出
、
謹

話
抜
萃

二
四
)

う

へ

も

ヵ

も
　

藩

は
此
等
取
締

の
必

要
よ
り
毎
年
楮

の
牧
穫
前

、

領
内

楮
畑
を

有
す

る
も

の
を

し
て
、
其

年
度

の
楮
産
額

見
込

高
を
調
査

せ
し

め
、
紙

漉
人
よ
り

は
古
格

見
積

高

に
紙

の
製
産
見

込
高

を
併
記

し
、
其
所
厨

五
人
組
毎

に

一
纏

ε

な

し
、
毎
組
年

寄
分
の
奥
書

を
添

へ
、
提

出
せ
し

め
陀

る
が
、
該
書
類

は
之
を
地

下
役
人

の
手

元

に
撞

き
、
楮
萱

買

の
當
否
、
原
料
移

動

の
状

態
並

に
製
紙

産
額

ご
原

料
所
要
額

ご

の
關
係

等
を
調
査

せ
し
め
た
り
。

(駐
、
=菩
じ

例
へ
ば
元
醸
九
年
九
月
六
下
代
へ
被
仰
渡
候
御
書
附
並
横
書
の
内
匹
に
左
の
條
項
あ
初

「
覧

一
、
ほ
の
け
楮

何
把
何
歩

】
、

同

価
程

合
紫
竹
拾
弛
何
歩
定

.

但

一抱
五
尺
五
寸
廻
に
し
て
幾
釜

但
寿
こ
そ
〆
何
貫
目
年
雨
請
の
紙
付
知
、
奪

謬

紙
灯
丸



右
何
村
の
何
左
衛
門
抱
分

布
之
通
紙
漉
中
銘

々
付
出
之
事

て

楮
何
把
何
歩

但

一
抱
五
尺
五
寸
廻
に
し
て
幾
釜

但

な
こ
そ
に
し
て
何
貫
目

び

右
に
紙
漉
不
申
候
も
の
抱

の
畑
見
分
仕
付
出
可
有
之
事

看

の
蓮
當
舟
中

に
銘

・
付
出
可
敬
仰
付
候
事

子
ノ
九
月
十

　
日

」
〔前
出
、
誰
記
扱
葦
二
三
)

叉
元
豫
十
二
隼
八
月
楮
の
儀
に
付

て
代
官
中

へ
被
仰
蓮
候
書
附
勿
論
紙
横
目

へ
も
申
聞

ぜ
倶
書
付
の
内
に
左
の
條
項
あ
り

「
地
下
に
に
銘

々
持

分
の
楮
拙
数
々
附
げ
誰
置
、
道

て
紙
請
仕
候
節
、
手
楮
何
程
買
楮
何
程
ぞ」
仕
出
候
航
凱
合
候
事
L
(前
出

、
謹
記
扱
準

二
三
)

も

へ

ち

楮

の
取
引
の
行
は
る
N
に
當
り
て
は
、
當
局
は
費
圭
を
し
て
楮
「
費
よ
歌
」
を
作
り
て
、
其
費
渡
敷
量
弁
償
格
、

#

に
潰
受
人
の
唱
を
記
し
.
買
主
裏
書

の
上
之
を
届
出
で
し
め
た
る
が
、
芳
心
取
引
關
係
者

の
両
肘
に
跨
る
場
合

に
於
て
は
、
費
主
鳳
其
所
旙
の
地

下
役
所

に
其
敷
畳
、
償
格
井

に
買
主

の
氏
名
を
届
出
で
、
役
所

の
裏
書
を
請
け

て
、
之
を
買
主
所
旙
の
地

下
役
所
に
提
出
す

る
を
要
し
、
同
時
に
買
主
は
亦
其
所
騒
地
下
役
所
に
同
様

の
事
情

を

届
出
で
、
役
所
の
裏
書
を
請
け
た
る
上
、
之
を
壷
菫
所
屡

の
地
下
役
所

に
提
出
す
る
を
要
せ
b
。
斯
く
て
、
地
下

役
所
は
古
賢
買
の
届
出
に
就
き
、
其
手
中
に
存
す
る
各
種

の
記
録
に
基

き
て
、
其
當
否
を
検
査
し
、
正
賞
な
る
取

ヤ

も

引

に
射

し
て
は
「
手
形
」
を
交
付

し
た

る
が
、
該
手
形

は
楮

の
運
搬

に
は
必
ず

之
を
添

付
す

べ
き
も

の
ご
せ
ら

れ
た

り
。
此

の
如

く
地
方

に
於
け

る
楮

の
取
引

状
態
は
、

一
々
明
確

に
取
調

べ
ら
れ

、此

に
附
す

る
取
締
は
潰
賊
な
く

、

厨

付

せ
ら

れ
た

る
が
、
以
上
取
引

關
係
者

よ
り
提

出

し
た

る
書

面
は
、
年

々
の
楮
製
産

高
取
調
書
類

ε
共

に
、
製

設

苑

奮
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
三
)
.

第
+
二
巻

(錦
⊥馨

=

三
)

些

=

、

「



説

苑

醤
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
楓
護
政
策
(二
)

第
十
二
巻

(第
六
巻

一
一
四
)

九
三
二

.

紙
完
了

期

に
至
b
紙
横

目
方

の
手
を
経

て
、
當
厨

の
手
中

に
廻

付

せ
ら

れ

、
當
局

は
更

牝
之
を
精
査

し
、
原

料

の

清
費
高

ξ
生
産

額
の
關

係
等

に
、
不
審

の
事
實

を
鞍
見

し
た
る
時

は
、
飽

く
ま
で
も
其
原

因
を
穿
鑿

調
査

せ
し

め

陀
り
(註
三
四
)。

古
紙
横

目
方

ご
構
す

る
は
、
製
紙
地

方

の
欲
呪

を

親
祭
す

る
藩

の
検
察
吏

に
し
て
、
各
村
内

に
於

け
る
取
締

は
地

下
役
所

即
ち
圧
屋
刀
禰
圭

こ
し
て

こ
れ

に
當

り
、
紙
横

目
は
地

方
全
般

に
亘
り

視
察
監
漑

し
、
其

状

況
を

一
々
組
方
當
路

に
報
告

す

る
の
任

を
負

へ
り
。
而

し
て
楮

の
萱

買

に
際

し
.
其
取
引

の
両
肘

に
跨
る
場
合

は
、
紙
横
目

よ
b
其

事
實

を
讃
.す

る
手
形

を
交
付
す

る
こ

ご
も
あ

b

し
が
如

く
、
此

場
合

に
於

て
は
、
右
手
形
は

、

、

、

、

・

.

之

を

「
勘

通

手

形

」
ε

稠

し

た

り

。

(註
、
三
五
)

(註

、
一一「四
〕

永
豫
十
年
八
月
紙
の
儀

に
就
て
御
書

何
の
内

(其

一
部
ば
既

に
前

に
引

、
)
に
左

の
條
項
あ
叫
.

「
御
領
丙
楮

、苧
楮
共
萱
方
仕
候

時
11
、
楮

何
程
、代
銀
河
桂
F
し
て
句
材
の
何
右
備
門

へ
費
中
使
瓶
、
責
手
よ
り
費
上
状

に
其

所
の
庄
星
異
書
開
、

買
申
す
村

の
庄
屋

へ
當
候
て
遣
候
事
。
但
此
註
文
取
揃
置
本
紙
仕
切
の
上
庄
屋
凍
り
紙
横

目

へ
差
出
候
事
。
付
買
巾
』
の
も
楮
何
程
代
銀
何
程
に

し
て
、
何
者
賞
方
仕
候
過
書
出

、
真
庭

の
庄
屋
裏
書
取
俟
て
、
楮
鼻翼
節
候
村
の
庄
屋

へ
指
山
候
事
。
但
此
詮
來
取
揃
置
本
紙
仕
切

の
上
、
庄
屋
よ

叫
紙
描
血
目
北方
へ
脂
血
…[候
事
0
付

一
村
曹

貿
相
済
仙恢
け
n.」
銀
目
昌
幽藪
世肩
付

、
竹
右
衛
門

へ
曲買
{中
通
書
出
仕
り
、
貿
手
裡
例
㎝嗣
へ
、
註
(腱

の
庄
屋

へ
渡

・
置
候
事
。
但
此
註
文
取
揃
置
本
紙
仕
切

の
上
、
庄
屋
よ
り
紙
横
目
方

へ
指
出
候
事
」
(前
出
、
謹
記
抜
萃
二
三
)

叉
元
腺
十
二
年
十

一
月
手
楮

所
持
の
直

待
立
楮
並
此
丁楮

、
楮
苗
　買
買
の
儀
に
付
て
御
書
付

の
丙

に
も
左

の
條
項
あ
り

「
毘

=

立
楮
艶
事
楮
壷

買
の
儀

、
所
の
庄
屋
刀
禰
共
蓋
真
電
督
し
可
申
事
、
,外
構
苗
圃
前
之
事

」

、

「
、
千
石
原
屋
敷
付
畑
の
楮
責
買
の
儀
、
開
戸
庄
屋
刀
禰
諦
突
指
出
候
専

一
、
萬
屋

ば
川
西
村
庄
屋
刀
禰
詮
衣
損
出
候
事

つ

}
、
錦
見
ば
錦
見
庄
屋
刀
禰
謎
曳
指
出
候
事

、

「



■

.

}
、
今
津
に
今
津
庄
屋
刀
禰
註
文
指
出
供
華
L
(前
出
、
話
説
扱
準
二
三
)

反
元
煉
十
三
年
九
月
楮
の
儀
叉
に
紙
の
儀
に
付
て
被
仰
渡

の
童
日付

の
内
に
左
の
條
項
あ
り

コ
立
権
、
苧
楮
費
買
置
文
取
替
し
並
に
通
手
形
の
儀

去
年
の
分

に
無
相
遅
便
琳
」
〔前
出
、
謹
記
抜
萃
二
三
)

延
元
朦
十
二
年

八
月
楮
の
儀

ト
付
て
代
官
中
べ
被
仰
達
候
書
附
勿
論
紙
横
目

へ
』
申
聞

ぜ
候
書
付
の
丙

に
左

の
條
項
あ
り

二

、
地
下
に
11
銘

々
株
分
の
鰭
措
数
た
附
げ
直
近

て
紙

消
仕
儀
節

手
振
何
程

、
買
楮
何
程
ε
仕
出
候
節
引
合
候
事

'

し

も

へ

て

貿
楮
仕
使
節
石
の
把

に
ゼ
リ
帳

.引
合
萱
原
の
手
形
、
庄
屋

所
よ
り
出
候
嵜
」
(前
出
、
誰

起
抜
葦
二
三
)

(註

、
三
五
)

例

へ
ば
元
徳
元
年
十
月
楮

の
儀
に
付
て
下
代
方

へ
書
付
の
内
に
左
の
條
項
あ
り

「
紙
漉
不
中
村

々
に
11
他
村

へ
「
へ
き
苧
」
、苧
格
に
丸
蘭
方
仕
候

、
尤
紙
漉
不
中
使
赫

々
に
も
楮
萱
買

(買
の
字
な
軽
く
見

ろ
べ
し

V有
之
事
候

へ
共

両
様
共
紙
横
目
方
勘
通
手
形
起
て
其
沙
汰
仕
事
候

・
・

後
略
」
(前
出

、
謹
記
抜
萃

二
四
)

以

上

の
如

く

藩

は

原

料

の

自

由

費

買

を

許

さ

す

、

其

取

引

に

は

種

々

の

制

限

を

加

へ
た

る

が

、

就

中

其

取

締

を

し

ヨ

し

も

ヤ

ヤ

も

嚴

に
せ

る
は

、
國
境
外

へ
の
援
質

に
し
て
.
時

々
令

を
酸
し

て
こ
れ
を
取
締
り

、
こ
れ

に
違

犯
す

る
も

の
あ

る
ε

き
は

、
重

科
に
虚

し
其
罪
を
糺

せ
り
。

さ
れ
ば
日
常

楮

の
運
送

に
は
.恥
す
地

下
役
所

着
く
は
紙
横
目

万
よ
b
交

付

し

た

る
手
形

聖
添
付
す

る
を
要
し

.
有

ヰ
形
な

し
の
楮

を
持
歩

く
も
の
あ

る
時
は
、
何

人
蓬
雌

も
該
楮
を
濱

牧
し

て
、
即
時

奥
旨
を
出

訴
す

べ
き
も

の
ε
し
、
右
出

訴

者

に
劃

し
て
は
其
没

牧
し
だ

る
楮

を
賞

興
し
、
時
償

を
以
て

之
を
買
上
げ
だ

り
。
若

し
右
不
正

の
楮

を
渡

放

し
な

が
ら

、
出

鉢
を
な

さ
牽
、
之
を
自
家

の
使

用

に
供

し

た
る
も

の
め

る
ざ
き
は
、
違
犯
者

ε
同
等

の
刑
を
課

せ
り
。

(註
、
三
大
)

(註
、
重
大
)

例
へ
ば
享
保
二
年
九
月
繊
の
儀
に
付
て
在
中
口
の
書
附
の
内
に
左
の
條
項
あ
り

「扱
紙
・
抜
擢
穿
鑿
前
々
二
り
手
堅
申
付
候
得
共
、
御
鏡
境
今
以
狸
に
有
之
由
候
、
此
以
後
左
様
の
も
の
有
之
に
捨
て
に
、御
作
法
の
逓
急
度
申
付

事
候
條
・
面
ケ
念
心
入
可
南
俵
、
此
段
別
而
手
竪
町
申
付
候
事
し
(前
出
、
誰
誰
抜
萃
二
四
)

誠

苑

蕾
岩
國
藻
価の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(二
〉

第
十
二
巻

(第
六
巻

一
一
五
)

九
三
三

.

'



一

説

菊

醤
暑
圃
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
三
)

第
+
二
巻

(笙

怨

=

さ

九
三
四

叉
享
保
二
卑
十

}
用
紙
櫨

ヌ
カ
シ
候
者
抽
出
し
候
に
御
褒
美
百
枝
仕
御
書
付
の
内
に
左

の
篠
項
あ
り

コ

、
紙
、
苧
楮
養

扱
賞
の
儀
前
、
　

手
堅
停
止
裏

庭

に
、端
養

に
有
之
藤
.
縞

開
申
候
、
然
喬

後
在
・
友
百
推
誉

市
中
小
商

人
日
常
山
越

の
者
迄
し
、
手
形
な
し
の
紙

、
楮

に
見
違
候
ぱ
即
時
押
留
紙
藏

へ
可
申
出
候

、
左
候
時

ば
厨
御

褒
美
紙
は
見
取
に
掛
直
段
有
髄

ド
可

遣
候
、
苧
楮
に
相
場
の
直
段
に
し
て
紙
藏
買
難

文
代
銀
可
造
替

然
留
物
私
用
に
仕
候
逓
相
知
候
は
父
親
ヌ
カ
高

罪
可
申
付
候
事

付
遽
{仕
に
て
留
使
分
紙
誠

へ
且
「
々
附

属
【不
相
腐
時
ば
所

の
役
人

へ
當
芳
顔
置
候
事

「
、
紙
、
苧
楮
黒
旗
し
候
者
描
出
候
拭

」
留
物
11
不
及
中
外
に
褒
美
可
邉
候
事
L
〔前
出
・
謹
記
抜
萃
二
四
)

落
変

「
べ
落

」皮

蒜

叢

邦

慰

璽

分
賞
募

禁
ひ
・
「
さ
ほ
楮
」
(生
の
ま
あ

楮
あ

跡
取
引
す
へ

か
ら

さ
る
こ
ご
を
命

じ
だ

る
こ
ご
あ
り
。
是

亦
密
萱

防
止

の

一
策

ざ
見

る

べ
き
も

の

に
し

て
、
即
ち
「
へ
き
楮
」
は

搬
出
に
易
一
、
蜜

買
に
便
な
り
し
故
な
り
。

義

ば
山
間
僻
地
に
栽
塘
せ
ら
れ
た
る
楮
に
し
て
、
切
出
運
搬

に
不

便

な

る

も

の

は

、

特

臆

庄

屋

の

許

可

を

受

け

「
へ
き

楮

」
ご

な

す

を

許

し

、

然

ら

ざ

る

も

の

に

し

て

楮

の

「
蒸

へ
き

」

を

な

し

た

る

も

の

あ

る

時

は

、

前

段

手

形

な

し

の

楮
.
運

搬

の

場

合

ご

同

じ

く

こ

れ

を

没

収

し

、

こ

れ

を

携

帯

運

送

せ

る

も

の
も

同

様

の

嘘

分

を

な

せ

り

。

又

右

違

犯

者

を

獲

見

し

た

る
者

に

濁

し

て

は

、

前

記

の

場

合

ε

同

じ

く

、

こ

れ

に

褒

賞

を

與

へ
た

り

。

・註
、
三
七
)

(註

、
三
士
)

働

へ
ば
魔
女
十

「
年
三
月
山
田
浩
右
衛
門
・
戸
津
川
久
左
衛
門
廻
在
り
時
在
中

へ
申
渡
の
書
付
り
内
に
左

の
條
填
め
り

「
へ
告
幡
賞
方
仕
間
敷

の
通
先
年
被
申
渡
慮
に
近
年
み
だ

り
の
由
候
、
當
秋
よ
り
ば
「
さ
ほ
楮
」
の
外
賓
方
不
仕
候
襟

に
手
堅
可
相
心
得
候
事

」
(前

出
、
謹
記
扱
輩

二
一二
)

叉
一兀
除
二
年
九
月
紙
仕
法
卿
千
條
の
内

に
も
左
の
條
項
あ
り

、
へ
者
楮
賞
買
停
止
の
事
、然
共
山
奥
な
ε
楮
買
手
無
之
時
ば
庄
屋
付
届
、
其
上
に
て

へ
き

か
う
そ
に
可
仕
候
、
此
段
去
年
』
相
醐
候
威
に
不
縮

の

様
に
風
聞
看
之
候
、
萬

一
付
属
無

之
、
む
し

へ
告
仕
候
も
の
有
之
使
に

」
、
押
取
可
中
使
此
段
手
堅
可
被
申
聞
候
事
」
(前
出
、
註
記
抜
萃
三
二
)

O



、

、

楮
臨
の
取
引
に
關
し
て
も
㌃
藩
は
前
椿
皮

の
費
買
ご
阿

一
の
方
針

に
よ
り
瓢
こ
れ
を
取
締

り
地
下
役
所

へ
暦
臥

セ

ヘ

へ

も

や

モ

ヤ

も

で
し

め
、
共
議
明
を
必
要

ε
せ
り
。

且
楮
苗

に
付

て
は

費
買

の
期
間

を
限
定

し
、
期
間

外

の
取
引
は
之
を

許

さ
ず

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

翫

、

、

、

」

且
其
苗
は
先
を
切
ら
す
自
然
の
儘
を
取
引
せ
し
め
、
畑
に
植
付
け
た
る
後
先
を
切
ら
し
む
る
こ
ε
}
な
せ
b
。
是

又
密
費
の
頚
見
を
容
易
な
ら
し
め
ん
が
爲
め
に
し
て
、
若
し
先
を
切
り
た
る
苗
即
ち
取
引
後

一
且
定
植
濟
の
楮
苗

を
携
帯
す
る
も
の
め
る
ご
き
は
、
こ
れ
を
不
正
の
貰
買
ξ
認
め
代
官
所
に
出
訴
せ
し
め
、
楮
苗
は
こ
れ
を
没
収
し

て
獲
見
者
に
之
を
與

へ
た
り
(楮
苗
の
保
護
奨
勘
の
項
参
照
)。

第

二

藩

の
手
に
よ
る
原
料

の
蒐
集
ど
其
供
給

■

コ

　

つ

も

つ

へ

.

凡
そ
産

業
上
の
政
策
を
立

つ
る
に
當
り
巖

も
必

要
な

る
は
、

こ
れ

が
根
線

ε
な

る

べ
き
正
確
な

る
撒
字
を
得

る

に
あ

る

べ
し
。
藩

の
紙

の
專
費

事
業

に
於
け

る
、
今

日

の
如
く

正
確
.せ

る
数

字

の
存

す

る
も

の
な

か
り
し

・し
雅
も

、

種

々
の
方
法

に
依

り
て
楮

の
産

高
を
調
査
し

、
以

て
買
上
井

に
配
給

の
用

に
供
し

、
文
典
取
引

高
を

精
査

し
て
不

正
の
費
買
を
抑
止

し
、
更

に
又

こ
れ

に
よ
り

て
奨
顧

の
要

度
を
も
考

量

せ
り

。
而

し
て
以
上

の
内
、
生
産
者

よ
b

届
出

で
し
め
た

る
も

の
、
師

ち
自
作

高
の
届
出
及

取
引

高

の
届
出

に
就

て
は

、
本

節
第

】
に
於

て
既

に
こ
れ
を
述

ヘ

ヘ

ヘ

セ

し

セ

カ

　

も

ロ

へ

も

セ

う

で

も

も

べ
た

り
。
藪

に
は
楮

の
生
産
.に
樹

し
當
局
自

ら
行

へ
る
調
査

に

っ
き
て
述

へ
ん
ε
す

。

抑

-
藩
が
楮

の
栽
培
者

を
し
て
自
作
高
#

に
取
引

高

を
届
出

で
し
め
た

る
は
、
主

ざ
し
て
生
産
者

取
締

の
必
要

、

よ
b
、

一
之
を
行

ひ
た

る
も

の
な

る
が
、
藪

に
処

ぶ
る
所

の
當
局

の
側

よ
b
な
せ

る
調
査

は
、
領
内

に
於

け

る
楮

産
高

レ

か

う
そ

ぜ

豫
測

の
目
的

に
出

て
た
る
も

の
に
し

て
、

こ
れ
を
「
楮

把
熱

り
」
ε
稠

し
た
り

。
元
来
領
内

に
於

け
る
楮

の
生
産

高

は
、
楮
畑

に
封
ず

る
石
盛

の
制
定

あ
り
じ
を
以

て
、
莫

大
鵠

を
明

に
す

る
こ
ビ

を
.費
た
れ
こ
も

、
此
桔

石
な

る
も

説
・
苑

蕾
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
〔二
)

第
十
二
巻

(第
六
巻

一
一
七
)

九
三
五

,



.

説

苑

薔
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
三
)

「

第
+
二
巻

(第
六
巻

二

八
)

九
三
六

の
は
課

税
徴
収

の
目

的
を
主

ε
せ

る
も

の

に
し
て
塾
實
際

に
於

て
楮

の
産
額

は
、
年

の
豊

凶
、
土
地

の
開
塵
等

の

關

係
よ
り

、
時

々
増
減

を
免
れ
ず

、
從

て
藩

の
原
料

政
策

は
、
該

石
盛

を
以
て
唯

一
の
標
準

ε
な
す

を
得
す
。

始

終

調
査

を
行

ひ
て
、
産
額

の
測

定

に
違
算
な

き
を
期

す

る
の
要

み
り
し
な
り
。

該
調
査

は
如
何
な

る
方

法

に
擦

り
て
行
は
れ
た

る

か
を
記

さ
ん
に
、
領

内
各
畑

地

に
、
就

て

一
々
生
産

高
を
取

調

べ
、
楮

の
所
有
者

ご
其
生
産
高

を
付

⊥
げ

.
刀
禰

の
管

轄
匠
域
毎

に
楮
の
産

額
を
見
積

り
、

一
村

毎

に
其
見
積

高

を
提

出

せ
し
め
た
り
。

而

し
て

古
製
産

高

の
標
準

は

、

一
把

を
以

て
単
位

ε
せ
る
が
、
天

一
釜
を
以

て
せ
る

こ

ご
あ
り
、
此
場

合
に
は

】
釜

に
何
把

の
楮
…を
入

る

べ
き

か
.
こ
れ
を
苧

楮

ε
な

し
量
目

に
換

算

し
て
何
程
な

る
や

を
記
上

て
し

め
た
り

(註
、
三
さ

。
右
調
査

を
行

ふ
吏

員

は
、
憲

ら
地

下
役
人
を

し
て
其
衝
.に
當
ら

し
め
、
楮

の
検

査

に
深

き
脛
験

を
有

す
る
も

の
を

こ
れ

に
附

し
、
生

産
者
側

よ
り
暗
組
毎

に
(當

塒
生
産

者
を

組

に
分
て
り

)三
人

を
選

び
て

こ
れ

に
立
脅

せ
し
む

る
こ
ご

＼
せ
り
。
殊

に
右
調
査
は
專

ら
精
密
を
圭

ε
せ

る
を
以

て
、
田
畑

の
畦

畔

に
植
付

け
た
る
楮
若

く
は
暇
付
き
だ

る
楮

ご
錐
も

、

之
を
算
入

せ
し

め
、
且
検
査

に
當

る
も

の

、
.
単
な

る
想

像

を
以

て
楮

の
産

額
を
案

配

し
、
或

は
附
落

ち
す

る
が

如

き
杜

撰

の
禦

あ

る

べ
か
ら
ざ

る
こ
ご
、
依

怙
贔

負

の
塞
・あ
.

る

べ
か
ら

ざ

る

こ
ε

等

を
誓

は
し

め
、

萬
.

こ
れ

を
犯

す

も

の
あ

る
時
は
罪

科

に

問

ふ

べ
き
を
布
達

せ
り

〔註

三
八
)
.。

(註
、
=
7
t
)
(註
、
=
『八
)

例

へ
ば
一刀
醸
十
二
年
八
口
〃猪

の
儀

ト
付
て
代
宮
山
丁
へ
識
仰
舗道
候
書
付
勿
論

描
凹目
【
へ
も
申
…四
姓
候
書
付

〔其

一
部
に

既

に
前

に
引
く
)
の
両

に
左

の
條
項
あ
り

・

「
畳

「
、
常
秋
楮
把
積
被
仰
付
候
事



湘

一
・
所

々
役
人
に
把

積
切
者
々
相
加
畑
引
見
分

の
専

一
、
右
[の
曜石
上
ハ
へ
依

怙
晶
翌
貝
不
仕
H見
分
の
通
仕
出
[可
仕
段
代
官
万
F
て
誓
「紙
調
さ
ぜ
候
専

一
、
地
下
に
は
銘

〃
持
分
の
楮
員
塑
な
附
け
配
置
逼
て
紙
藷
仕
儀
働
手
楮
何
権
貴
楮
何

程
こ
仕
出
横
筋
引
合
候
事

「
、
買
楮

任
侠
節
右
の
把

ド
ぜ
り
帳

に
引
合
萱
買
の
手
形
庄
屋
所
よ
り
出
候
専

一
、
御
職
本

へ
に

一
村
切
に
把
積
負
数
出
仕
の
事
、
但

　
村
の
内
に
有
之
権
餓
村
の
も

の
作
候
共
地
下
の
村
の
仕
出
の
丙

に
天
候
事

右
之
通
來
月

二
十
口
切
に
て
御
職
元

へ
仕
出
可
敬
仰
付
候
事

八
月
十

一
日

」
(前
出
・
誰
誰
抜
萃
二
三
)

叉
正
徳
元
年
八
月
櫨
把

せ
り

の
儀

に
付
て
下
代
方

へ
書
付

の
丙
に
左

の
條
.項
あ
り

「
一
、
刀
禰
別

・ト
釜
積
り
候
事

て

「
釜
何
把
が
げ

に
し
て
苧
格
付
貫
目
に
積
り
候
専

一
、
即
畠
ぽ
の
け
別
楮
付
落

不
仕
使
様

に
毛
上
有
衆
第
付
取
申
候
事

、
勘
合
為
以

て
差
曳

不
仕
供
華

、
付
少

に
て
も
ほ
の
け
引
残
徒
問
敷
専

一
、
楮

に
「
の
す
り
」
其
他

く
ぜ
有
之
楮
共
に
附

取
候
穿

て

刀
翻
蓮
入
作
の
田
畠

の
分
ば

】
刀
禰
裁
判

の
内
に
し

て
付
取
候
事

、
低
段
別
て
念
な
入
候
専

一
、
楮
下
見

】
組
よ
り
三
人
宛
刀
禰
共
に
罷
出
候
専

一
、
飯
米
に
七
合
五
勺
宛

の
事

.

一
、
楮
楡
見
相
調
候
面

々
早
朝
よ
り
罷
出
晩
は
七
つ
迄
野
方
相
勤
候
事

右
ば
六
下
代
の
代
官
方

へ
書
付
被
抽
出
之
事
」
〔前

出
、
竈
記
抜
萃
二
四
)

此

の

如

く

に

し

て

藩

は

其

領

内

に

於

げ

る

楮

高

を

測

定

し

、

楮

生

産

の

分

布

を

明

に

し

以

て

原

料

の

集

散

に

關

す

る

手

配

を

定

む

る

こ

ご

を

得

た

る

も

の

な

る

が

、

次

に

は

更

に
進

ん

で

、

藩

が

原

料

の

需

用

供

給

を

調

節

す

る

爲

め

如

何

な

る

方

策

を

探

り

た

る

か

を

述

べ
ん

。

瞬

苑

奮
岩
國
藩

の
製
紙
原
料
保
護
政
策
三

V

第
+
二
巻

(第
六
巻

一
一
九
)

九
三
七

「

、

,



、

読

苑

奮
岩
国
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
〔二
)

第
十
二
巻

(第
六
巻

一
二
〇
)

九
三
八

抑

岩
國
藩
領
域
内

に
於

け

る
紙

の
.製
産

地

が
、
或

一
地
方

に
限
ら

れ
、
領
内

全
土

に
一旦
ら

ざ
り

し
こ
ε
ば
、前

項

既

に

こ
れ
を
述

べ
た
り
。
而

し
て
此
等
製
産
地

に
封
ず

る
藩

の
督
脳

は
頗

る
周
到

を
極

あ
、孚

紙

五
九
漉

証

、
三
九
)

以
上

の
楮
畑
を
有
す

る
も
の
は
必
ず

紙

の
製

造

に
従
事
す

べ
き
責
務

を
課
せ
ら
れ
た
り

し
を
以

て
、
此
等

地
方
に

於
け

る
農

民

の
多
く
は
皆
紙

を
製
造

し
の
原
料

の
製

産
者
は

同
時

に
其

消
費
者

た

る
關
係

に
あ
り

し
も

の

、
如

し
。

然

る
に
同
地
方

に
あ
り

て
は

、
藩

が
種

々
有
利

の
方
法

を
設

け
、
紙

の
製
造
者
を
督
画

し
た
り

し
ょ
り

、
年
ε
共

.

長

産
額
を
増
加
し
、
其
溝
費
原
料
は
非
常

の
多
量
に
上
り
、
遂
に
此
地
方
の
供
給
を
以
て
し
て
は
・
動
底
其
不

足
を
補

ふ

こ
ざ
能

は

降
る
に
至
り

し
な
り
。

然
ら

ば
此
誓
紙

の
生
産
地

に
於
け

る
紙
漉

人
は
、
如
何
な

る
方
法
を

以
て
其

原
料
を
補
給

し
得
た

b
し
や
。

同
地
附
近

に
存
す

る
原
料

の
買

入
は
、
紙
漉

人

ピ
楮

の
生
産

者

ε
の
直
接

取
引

に
よ
b
、
蒐

集
容
易
な

り
し
な
ら

ん
も
、
遠

隔
地

に
於

け

る
多
量

の
原
料

を
紙
漉

入
が
仲
買
人

の
手

に
依
ら

.

す

、
直
接

の
交

渉

に
よ
b

、

こ
れ
を
其
手
中

に
牧
む

る
こ
ε
は

、
交
通
機
關

の
不
便
な
り
し
時
代

に
あ
り

て
は
、

其
勢
力

ご
費
用

の
勲

に
於

て
、
到

底
不
可
能

の

こ
ご
な
b
し
を
以

て
、
此
等
原

料

の
集

散
は
圭

ε
し
て
藩

の
直

接

手
配

に
よ
b

、
遂
行

せ
ら
れ

ざ

る

べ
か
ら

ざ
り

し
も

の

に
し
て
、
此

に
封

ず

る
藩

の
努

か
は
亦
頗

る
周
到
を
極

む

る
も
の
な
め
き
。
即

ち
以
上

の
事
情

よ
り
考

ふ

る
ε
き
は
、
當
時
原
料
需

給

の
上

に
於

て
は

、
楮

の
私
人
取
引

は

飴

り
に
重
要
な

る
問
題

に
あ
ら

す
し

て
、
寧

ろ
藩

の
配
給
政
策
が
最
も
重

き
を
な
せ

る
も

の
ε
云
は

ざ

る

べ
か
ら

ざ
る

べ
し
。

註̂

、
三
九

、

岩
蟹

に
於
蕊

一
蓋
の
楮
は
三
+
六
墨

入

・
・
建

ぎ

　

こ
れ

に
て
半
紙

一
言

帖
郵

薯

り
・
半
紙

五
丸
結

に
換

算
し
=
手

帖

に
儲
る
な
易

、
、
こ
れ

に
は
+
五
星

の
楮
即
ち
生
情
吾

四
+
貫

目
為
要
し
た
矧

9



'

噛

原
料

の
蒐
集

に
關

し
藩

の
執

り
た
.る
方
法
を
見

る

に
、
領
内

に
於
け

る
楮
は
、
私
人
間

に
於
て
直
接
取
引

せ
ら

る

、
も
の
を
除

き
、
他
は

こ
れ
を
藩

の
手
中

に
買
上

げ
た

る
も

の

に
し
て
、
若

し
楮
を
所
持
す

る
も

の
に

し
て
、

賞
揚

の
途

な
き
も

の
は

こ
れ
を
届
出

で
し

め
、
、聴
僅

を
以

て
之

が
買
上

を
行

ひ

(攻

囲
〇
)
、
楮

の
刈
入
時
期

に
於

て
は
、
堤
防

若
く
は
路
傍

に
植
付

け
た

る
榕

樹

の
如

き
、
叉
藩

士

の
庭

内

に
培
養

せ

し
め
た

る
コ
三

珠
楮

」
の
如

き
、

悉

く

こ
れ
を
刈
取
ら

し
め
其
蒐

集
を
困

り

、
此
等

の
生
楮

は
、
岩

國
地
方

に
於
け

る
も
の
は
、
官

設

の
釜
場

を
各

　

所

に

設

置

し

て

、

こ

れ

を

蒸

製

せ

し

め

た

る

上

ハ註
、
四

一
)
、

官

設

倉

庫

に

牧

納

せ

り

。

(註

、
四
一〇
)

例

へ
ば
心孚
保
山
ハ
年
十
二
月
楮

の
儀

に
つ
き
下
代
方

へ
御
書
付
の
丙

に
左

の
條
項
あ
〉り

「
立
幡

、
.苧
楮
共
に
紙
漉

手
の
外
構
持

の
者
共
賞
方
不
相
成
時

に
其
段
紙
藏

へ
訴
候
者
其
位
配
可
申
付
候
事
」
(前
出
、
誰
記
抜
萃
二
四
)
本
資
料
に

既

に
前

に
引
く

(註

「
四

「
)

例

へ
一μ
†
ハ政
四
年
丁「
本
紙
黒
保
愛
佛
算
用
状
」
(秘
戯

、
冨
託
録
}
に
左
の
記
事
あ
り

も

ヒ
釜
場

川
西
ニ
ケ
露
。
開
戸
。
大
内
疸
。
中
津
。
錦
見
。
牛
田
。

遠
隔
地
方
に
あ
る
楮
の
蒐
集
は
、
生
楮

の
儘
之
を
運
搬
す

る
は
莫
大
の
勢
力
を
要
し
た
る
を
以
て
、
悉
く
芋
棒

蓬
な
し
、
各
産
地
よ
り
岩
國
地
方

に
廻
送
せ
し
め
た
り
。
而
し
て
石
芋
楮

の
蓮
逡
は
、
地
勢
上
陸
迭
よ
り
は
海
運

に
依
る
を
便
ご
し
た
り
し
を
以
て
、
遠
隔
地

に
於
け
る
苧
楮
は
、

↓
且
何
れ
も
海
岸
櫃
要
の
地
に
搬
出
せ
し
め
、

海
運
に
依
b
て
之
を
當
時
藩

の
中
櫃
港
た
b
し
今
津
(
岩
國
を
距
る
約

一
里
程
の
地

に
あ
り
)
に
集
中
し
、
同
地

に

於
け
る
官
設
倉
庫
に
貯
減
し
、
飴
分
の
存
す
る
塒
は
、
こ
れ
を
岩
國
に
於
け
る
官
設
倉
庫
に
牧
め
た
b
。
右
今
津

井

に
岩
國
の
官
設
倉
庫
は
、
楮
井

に
紙
肝
臓
の
爲
め
特
設
し
た
る
も
の
に
し
て
、
今
津
に
於
け
る
倉
庫
は
渦
同
地

が
岩
國
川
に
沿

ひ
當
時
藩
の
御
船
手
〔海
軍
)
の
置
か
れ
た
る
地
方
に
し
て
同
地
方
に
於
け
る
水
運
の
中
心
地
た
り

覗

苑

誓
岩
団
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
〔二
)
.

第
十
二
巻

(第
六
巻

=
=
)

九
三
九

の

'



↑
.

読

苑

蕾
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(二

第
†
二
巻

(第
六
巻

一
二
二
》

九
四
〇

し

を
以

て
、
海
路

よ
り
す

る
原
料

の
牧
納
井

に
産
紙

輸
出

の
便
宜

よ
ゆ
設

け
ら

れ
、
岩
國

に
於
け

る
倉

庫
は
、
山

間

地
方

に
於
け

る
原
料

の
牧
納
#

に
藍

紙
及
原
料

の
貯
藏
本
倉

庫

ε
し

て
使
.附

せ
ら

れ
π

る
も

の

・
如

し
。
此

の

如

一
苧
格

の
大
部

分
は
.海
上
方

面
よ
り

こ
れ
を
今
津

倉
庫

に
牧
納
す

る
の
方
針

を
執

り
た

る
が
、
紙
生
産
地

の
状

況

に
よ
り
て
は
、
屡

直
接

移
逡
を
行

ひ
し
も
の

㌧
如

く
、
此
場
合

に
於

て
は

一
時

に
箕
輪

逡
を
爲

さ
す

、
原
料

消

費

地

の
赦
呪
を
考
慮

し
、
豫

め
運
送

の
時
期

を
指

定

し
、
こ
れ
を
行

は

し
め
し
が
如

し
。

藩
は
以
上

の
方

法

に
よ
り

、
領
内
各
地

に
於
け

る

百
草
楮

を
悉

く
其
手
中

に
蒐
集

し
、
掛

役
員

の
手

に
依
り
て

其

量
目

を
験

め
、
荷

束
を
整

理

し
て

こ
れ
を
官

設
倉

庫

に
貯

戯
し
、
紙

の
生
産
期

に
至
り
紙

漉
人

の
要
求

に
よ
り

て
、
更

に
之
を
各

々
地

に
配
給

し

(註
、
四
二
)以

て
原

料
供
給

の
圓
滑

を
圖

b
た

る
も

の
に
し
て
、

之
等
紙
漉
人

に

配

付

せ
ら

た
る
苧
楮

の
代

償
は
、
藍
紙

牧
納

の
際
差

引

精
算

せ
ら

る

＼
も
碑

ε
す
。

〔註
、
四
二
)

例
へ
ば
寛
文
†
二
年
九
月
紙
仕
方
書
付
の
内
に
左
の
條
項
あ
り

「買
楮
(紙
漉
人
が
買
受
く
ろ
の
意
)申
付
候
條
自
分
の
楮
混
み
て
候
に
、
申
出
次
第
可
相
渡
候
問
随
分
情
な
人
波
候
事

買
楮
首
夏
粗
漉
候
漉
紙
残
有
之
候
に
㌦
當
月
中
に
濾
出
候
様
に
可
覆
車
聞
候
事
」
〔前
出
-
謹
記
扱
葦
二
三
}

登

噛

第
四
節

結

論

・

以
上
叙
述
せ
ろ
所

に
よ
り
、
藩
岩
國
藩
に
於
け
る
製
紙
原
料
保
護
政
策
の

　
斑
を
、
明
か
に
す

る
を
得
た
b
ど

　
も

　

や

ら

　

も

へ

も

へ

信
ず
。
今
重
ね
て
其
要
領
を
摘
録
せ
ん
に
、
藩
當
局
の
探
り
し
政
策
は
、
昔
時

に
於
け
る
保
護
干
渉
政
策
の

一
模

も型

ε
看
做
す

こ
ご
を
得

べ
く
、
、即

ち
〔
こ

原
料

の
生

産

し
關

し
て
は
、

(
イ
)

新
畑

の
開

登
、

〔
ロ
)
既
成
耕
地

の

維
持

敬
畏
を
奨

顧
監
督

し
、
是

が
矯
め

に
は
、
或
は

(
ハ
)土
地

の
無
償

佛
下

、
或

は
(
二
曹
)
植
付

又
は
土
地
開
墾



」

、

に
關
す

β
資

金

の
無
利
子
貸
付
文

は
給

興
を
な
し
、

更

に
楮
苗
の

培
養

に

つ
い
て
は

、
(
ホ
)楮

畑
所
有
者

に

一
定

分
量

の
楮
苗

を
上
納
す

る
の
義
務

を
負

は
し

め
、
楮

苗

の
彿
下

に

つ
い
て
は
、

〔
へ
)代
償

の
無

利
子
貸

付

又
は
無

償

挽

下
を
な
し
、
楮

苗

の
成
長

を
保
護
す

る
薦

め
に
は
、

(
ト
〕定

植
後

に
於

け

る
苗

の
萱
買

を
禁
じ
、
楮

作
興
働

の
嚼

め
に
は
、
或
は

(
ナ
〕成

績
良
好
な

る
も

の

に
賞

を
懸

け
、
或

は
(
リ
)
耕
作

に
要
す

る
費

用

の
低
利
貸
付

を
な

し
、
生
産
者

の
利
益

を
保
護
す

る
爲
め
に
は
、
或

は

(
ヌ
)
公
定
相
場

を
以
て
随
時
楮

の
買

上
を
な

し
、
或
は

〔
ル
)

楮

に
封
ず

る
課
税
を
免

じ
、
楮

樹

の
保
護

の
矯

め
に
は
、

(
ヲ
)楮
伐
採

の
時
期
を
限

定
し
、

(
ワ
)生
皮

の
霜

取
を

防
止
し

、
(
カ
)
鹿
兎

の
駆
除

を
奨
厳

し
、
更

し
楮

の
生
産

増
加
の
爲

め
に
は

、
(
こ

藩
自

ら
楮

の
植
付

を
な

し
、

藩
士

に
も
其
庭
内

に
之
が
植
付

を
な
す

こ
ε
を
命
じ

、
叉
楮

の
生
産

に
影
響

な
か
ら

し
め

ん
が
鳥

め
に
は

、
(
タ
)

茶
の
生
産

に
黝

し
各
種

の
制

限

抑
庵
を

加

へ
、
叉
(
二

)
原
料

の
供

給

に
関

し
て
は

、
(
レ
)
一
般

に
萱
買

の
自
由

を

認

め
す

、
之

が
取
引

に
關

し
窮

屈
な

る
諸
種

の
取
締

を
寫

し
、

(
ソ
)領

外

へ
の
輸
出

を
厳

禁

し
、

(
ツ
)殊

に
楮
苗

に

つ
い
て
は

之
が
萱
買

の
期
間

を
限
定

し
、
(
ネ
)
文

責
買

に
際

し
て
は
楮
叉

は
楮
苗

の
形

式
を
限
定

し
、
(
ナ

)更

に
藩

當
局
者
は
毎

に
原
料

生
産

高

の
調
査

を
踊
行

し

、
且

つ
原
料

の
需

要
供

給
を
調

節
す

る
爲
め

に
は
、

(
ラ
)藩

當
肩
白
ら
其

の
買
上

、
蒐

集
、
運

逡
、
貯
藏

等
を
宵

鞍

ご
な

し
た

る
も

の
に
て
、
要
す

る

に
其
保
護
干
渉

の
沓
方

面

に
行

き
渡

れ

る
こ
ε
、
略

ぼ
此

の
如

し
。
な

ほ
蕾

に
製

紙
原
料

に
閲

し
て

の
み
な
ら
す

、
紙

の
製
造
並

に
輸

出

撹
就

て
も
、
略

ぼ
同

様
な

る
保
護
干
渉

が
画

行

さ
れ

し
も

の
に
て
、
此

等
の
黙

に

つ
い
て
も

當
塒

の
脛
濟
事
情

を

知

る
が
翁

め
、
研
究

じ
値
す

る
の
事
項
多

々
あ
れ
ご

も
、
右
は
更

に
他

日
を
期

し
、
題
を
改

め
て
論
述

す

る
所

め

る

べ
し
。瞬

苑

蕾
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(一
=

,

第
+
二
巻

(第
六
巻

.一
二
三
)

九
四
「

「


